
障害者理解学習支援事業要綱 

                           

宇部市障害福祉課  

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、障害の有無にかかわらず、市民誰もが相互に人格と個性を

尊重して支え合う「共生社会」の実現を目的として、障害者への理解促進をテ

ーマとした講演会やふれあい活動等の開催、または研修会の開催に要する経費

の一部を、宇部市（以下、「市」という。）が助成するために必要な事項を定め

るものとする。 

 

（対象者） 

第２条 この要綱による助成が受けることができる者は、次の各号のいずれかに

該当するものとする。 

(１)学  校  宇部市内の小・中学校、高等学校、高等専門学校、大学（短期

大学を含む。）、専門学校 

(２)事業所等  事業所、地域団体等 

 

（対象経費及び助成額） 

第３条 市が助成する対象経費及び助成額は、別表のとおりとする。 

２ 前項に定める経費は、予算の範囲内において市が助成するものとする。ただ

し、国、県その他の公的機関が実施する補助事業により、補助の対象となって

いる経費は除く。 

 

（申 請） 

第４条 この要綱による助成を受けようとする対象者は、事業実施の１４日前ま

でに障害者理解学習実施計画書（様式１）を市障害福祉課に提出するものとす

る。 

 

（報 告） 

第５条 この要綱による助成を受けようとする対象者は、事業終了後１４日以内

に障害者理解学習実施報告書（様式２）を市障害福祉課に提出するものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年５月１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



 

別表（第３条関係） 

対象経費 助成額 

学校が、第１条の規定により実施する児童生徒、

学生、専門学生及び保護者を対象とした講演会、ふ

れあい活動、その他障害者の理解に関する学習活動、

または教職員の研修会において招聘した講師等に対

する講師謝礼 

１学校、１事業所等あ

たり３０，０００円／年

を上限とする。 

※上限額の範囲内であれ

ば、複数回の申請は可能 
事業所等が、第１条の規定により実施する従業員、

会員、家族及び一般市民を対象とした講演会または

研修会において招聘した講師等に対する講師謝礼 

 


